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令和３年１２月１５日（水曜日）第４回定例会 

 

○出席議員（１６名） 

   １番  國  井  輝  明  議員     ２番  太  田  陽  子  議員 

   ３番  鈴  木  み ゆ き  議員     ４番  安 孫 子  義  徳  議員 

   ５番  月  光  裕  晶  議員     ６番  後  藤  健 一 郎  議員 

   ７番  渡  邉  賢  一  議員     ８番  古  沢  清  志  議員 

   ９番  佐  藤  耕  治  議員    １０番  太  田  芳  彦  議員 

  １１番  阿  部     清  議員    １２番  沖  津  一  博  議員 

  １３番  荒  木  春  吉  議員    １４番  柏  倉  信  一  議員 

  １５番  木  村  寿 太 郎  議員    １６番  伊  藤  正  彦  議員 

○欠席議員（なし） 

○遅刻議員（なし） 

○早退議員（なし） 

○説明のため出席した者の職氏名 

佐 藤 洋 樹  市 長  菅 原 隆 平  副 市 長 
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 武 田 伸 一  企画創成課長 
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佐 藤   肇  学校教育課長  小 泉   尚  
スポーツ振興 
課 長 

○事務局職員出席者 

高 林 雅 彦  事 務 局 長  東海林 茂 美  総 務 主 幹 

兼 子 拓 也  総 務 係 主 任  古 谷 駿 幸  総 務 係 主 事 

 



 - 106 - 

   議事日程第５号        第４回定例会 

   令和３年１２月１５日（水）  予算特別委員会終了後開議 

 

   再  開 

  （予算特別委員会付託関係） 

日程第 １ 議第５６号 令和３年度寒河江市一般会計補正予算（第６号） 

 〃  ２ 予算特別委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃  ３ 質疑・討論・採決 

 

  （総務産業常任委員会付託関係） 

日程第 ４ 議第６０号 寒河江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について 

 〃  ５ 議第６１号 寒河江市企業立地等の促進に関する固定資産税課税免除条例の一部改正につ 

            いて 

 〃  ６ 議第６６号 寒河江市国民健康保険税条例の一部改正について 

 〃  ７ 議第６７号 寒河江市営住宅条例の一部改正について 

 〃  ８ 議第６８号 寒河江市中心市街地活性化センターに係る指定管理者の指定について 

 〃  ９ 総務産業常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 １０ 質疑・討論・採決 

 

  （厚生文教常任委員会付託関係） 

日程第１１ 議第５５号 損害賠償の額を定めることについて 

 〃 １２ 議第５７号 令和３年度寒河江市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 〃 １３ 議第５８号 令和３年度寒河江市介護認定審査会共同設置特別会計補正予算（第１号） 

 〃 １４ 議第５９号 令和３年度寒河江市立病院事業会計補正予算（第１号） 

 〃 １５ 議第６２号 寒河江市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

            改正について 

 〃 １６ 議第６３号 寒河江市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

            定める条例の一部改正について 

 〃 １７ 議第６４号 寒河江市医療費支給に関する条例の一部改正について 

 〃 １８ 議第６５号 寒河江市国民健康保険条例の一部改正について 

 〃 １９ 議第６９号 寒河江市屋内多目的運動場に係る指定管理者の指定について 

 〃 ２０ 厚生文教常任委員会の審査の経過並びに結果報告 

 〃 ２１ 質疑・討論・採決 

 

日程第２２ 議第７０号 令和３年度寒河江市一般会計補正予算（第７号） 

 〃 ２３ 議案説明 

 〃 ２４ 委員会付託 

 〃 ２５ 質疑・討論・採決 
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   閉  会 

 

 

   本日の会議に付した事件 

 

   議事日程第５号に同じ 

 

 

 

   再    開     午前９時５０分 

 

○國井輝明議長 おはようございます。 

  ただいまから本会議を再開いたします。 

  本日の欠席通告議員はありません。 

  出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより本日の会議を開きます。 

  この際、太田陽子議員より発言訂正の申出が

ありますので、これを許します。太田議員。 

○太田陽子議員 おはようございます。 

  12月３日の会議において、私の発言に一部誤

りがありましたので訂正いたします。 

  通告番号１番（５）の給付型奨学金の創設に

ついての質問中、「河北町は大学入学時に50万

円を８名に貸し付け」と申しあげましたが、正

しくは、「河北町は大学入学時に50万円を８名

に給付し」であり、訂正をお願いいたします。 

○國井輝明議長 ここで、本日の会議運営につい

て、議会運営委員長の報告を求めます。阿部議

会運営委員長。 

   〔阿部 清議会運営委員長 登壇〕 

○阿部 清議会運営委員長 おはようございます。 

  本日の会議運営につきましては、12月14日、

委員６名全員出席並びに関係者出席の下、議会

運営委員会を開催し、協議いたしましたので、

その結果について御報告申しあげます。 

  初めに、本日追加されます案件について申し

あげます。 

  追加案件は、議第70号令和３年度寒河江市一

般会計補正予算（第７号）の１案件であります。 

  このことにより、議事日程の一部変更が必要

となります。日程変更の詳細につきましては、

お示ししております日程表のとおり変更となり

ます。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申しあげ、報告といたします。 

○國井輝明議長 お諮りいたします。 

  本日の会議運営は、ただいまの議会運営委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議運営は、議会運営委員長

報告のとおり決定いたしました。 

  本日の会議は、議事日程第５号によって進め

てまいります。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第１、議第56号令和３年度

寒河江市一般会計補正予算（第６号）を議題と

いたします。 

 

予算特別委員会の審査の 

経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第２、予算特別委員会の審

査の経過並びに結果報告であります。 

  予算特別委員長報告を求めます。佐藤予算特
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別委員長。 

   〔佐藤耕治予算特別委員長 登壇〕 

○佐藤耕治予算特別委員長 予算特別委員会にお

ける審査の経過と結果について御報告申しあげ

ます。 

  本委員会に付託になりました案件は、議第56

号令和３年度寒河江市一般会計補正予算（第６

号）であります。 

  12月９日、委員15名全員出席、当局からは市

長をはじめ関係課長等出席の下、委員会を開会

し、議第56号を議題とし、質疑の後、各分科会

に分担付託し審査することといたしました。 

  各分科会の審査の経過につきましては、本日

再開されました委員会で詳しく報告されており

ますので省略させていただきますが、各分科会

とも原案を了とすることと決した旨の報告があ

りました。 

  各分科会委員長報告の後、委員長報告に対す

る質疑を行い、討論を終結し、採決に入りまし

た。 

  議第56号を採決の結果、賛成多数をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で、予算特別委員会における審査の経過

と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第３、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第56号令和３年度寒河江市一般会

計補正予算（第６号）を採決いたします。 

  本案に対する委員長報告は可決であります。 

  本案は委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第56号は原案のとおり可決されま

した。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第４、議第60号寒河

江市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一

部改正についてから日程第８、議第68号寒河江

市中心市街地活性化センターに係る指定管理者

の指定についてまでの５案件を一括議題といた

します。 

 

総務産業常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第９、総務産業常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  総務産業常任委員長報告を求めます。後藤総

務産業常任委員長。 

   〔後藤健一郎総務産業常任委員長 登壇〕 

○後藤健一郎総務産業常任委員長 総務産業常任

委員会における審査の経過と結果について御報

告申しあげます。 

  本委員会は、12月９日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第60号、議第61号、

議第66号から議第68号までの５案件であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第60号寒河江市職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部改正についてを議題

とし、当局の説明を求め、質疑に入りましたが、

質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛成

多数をもって原案のとおり可決すべきものと決
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しました。 

  次に、議第61号寒河江市企業立地等の促進に

関する固定資産税課税免除条例の一部改正につ

いてを議題とし、当局の説明を求め、質疑に入

りましたが、御報告する質疑もなく、討論を終

結し、採決の結果、賛成多数をもって原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第66号寒河江市国民健康保険税条例

の一部改正についてを議題とし、当局の説明を

求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、討論

を終結し、採決の結果、賛成多数をもって原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第67号寒河江市営住宅条例の一部改

正についてを議題とし、当局の説明を求め、質

疑に入りましたが、質疑もなく、討論を終結し、

採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次に、議第68号寒河江市中心市街地活性化セ

ンターに係る指定管理者の指定についてを議題

とし、当局の説明を求め、質疑に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「指定管理者の応募はこの１者しか

なかったとのことだが、これまではどうであっ

たのか」との問いがあり、当局より「前回更新

時の平成29年は２者の応募がありました」との

答弁がありました。 

  委員より「自主事業による施設の有効活用方

策が非常に高い評価となっているが、どのよう

な事業が提案されているのか」との問いがあり、

当局より「令和４年度から８年度まで、ほぼ毎

月開催となるような計画を提案いただいていま

す。主なものはマルシェ、子供の日の縁日、サ

マーフェスティバル、寒河江神輿フローライベ

ント祭り、ハロウィン仮装イベント、音楽発表

交流会、クリスマスショーなどです」との答弁

がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  以上で総務産業常任委員会における審査の経

過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第10、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第60号寒河江市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部改正について、議第61号寒河

江市企業立地等の促進に関する固定資産税課税

免除条例の一部改正について、議第66号寒河江

市国民健康保険税条例の一部改正について、議

第67号寒河江市営住宅条例の一部改正について

及び議第68号寒河江市中心市街地活性化センタ

ーに係る指定管理者の指定についての５案件を

一括して採決いたします。 

  ただいまの５案件に対する委員長報告はいず

れも可決であります。 

  ５案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第60号、議第61号、議第66号、議

第67号及び第68号の５案件は原案のとおり可決

されました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 次に、日程第11、議第55号損害

賠償の額を定めることについてから日程第19、
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議第69号寒河江市屋内多目的運動場に係る指定

管理者の指定についてまでの９案件を一括議題

といたします。 

 

厚生文教常任委員会の 

審査の経過並びに結果報告 

 

○國井輝明議長 日程第20、厚生文教常任委員会

の審査の経過並びに結果報告であります。 

  厚生文教常任委員長報告を求めます。鈴木厚

生文教常任委員長。 

   〔鈴木みゆき厚生文教常任委員長 登壇〕 

○鈴木みゆき厚生文教常任委員長 厚生文教常任

委員会における審査の経過と結果について御報

告申しあげます。 

  本委員会は、12月９日、委員全員出席し開会

いたしました。 

  付託されました案件は、議第55号、議第57号

から議第59号、議第62号から議第65号及び議第

69号の９案件であります。 

  順を追って審査の内容を申しあげます。 

  初めに、議第55号損害賠償の額を定めること

についてを議題とし、当局の説明を求め、質疑

に入りました。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「このたびの事案は主治医が専門外

の臓器の病変について画像診断の専門医師によ

るＣＴ画像診断報告書において指摘されていた

ものを見落としたものであるということだが、

画像診断の専門医師は特定の臓器や分野等を専

門とするものではなく全身を診断することがで

きるのか」との問いがあり、当局より「画像診

断の専門医師は画像に写っている所見から診断

可能と考えられることに関しては網羅的に診断

することができます」との答弁がありました。 

  委員より「夜間救急搬送等で担当医師が専門

外の部位についてＣＴを撮影したものの、診断

し切れないような場合には翌日以降に画像専門

医師の診断も加味し最終的な診断を行っている

のか」との問いがあり、当局より「当院では、

医師が自身の画像診断のみでは不安がある場合

など、必要に応じて24時間いつでも画像診断を

外部へ委託できるシステムを導入しました。こ

のシステムは、短時間で画像診断の結果が出る

ものとなっています」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第57号令和３年度寒河江市介護保険

特別会計補正予算（第２号）を議題とし、当局

の説明を求め、質疑に入りましたが、御報告す

る質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、賛

成多数をもって原案のとおり可決すべきものと

決しました。 

  次に、議第58号令和３年度寒河江市介護認定

審査会共同設置特別会計補正予算（第１号）を

議題とし、当局の説明を求め、質疑に入りまし

た。 

  主な質疑の内容を申しあげます。 

  委員より「審査会の回数を減らしたとのこと

だが、どの程度減らしたのか。また、審査会の

回数を減らしたことにより、緊急に介護認定を

受けたい方等への影響は出なかったのか」との

問いがあり、当局より「今年度の審査会の回数

は168回を見込んでおりましたが、10回減少し

ました。中止した審査会の審査対象者は、更新

の方が中心となっており、緊急に介護認定を受

けたい方を含む新規の方については審査を行っ

ております」との答弁がありました。 

  討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもっ

て原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第59号令和３年度寒河江市立病院事

業会計補正予算（第１号）を議題とし、当局の

説明を求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第62号寒河江市家庭的保育事業等の
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設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

改正についてを議題とし、当局の説明を求め、

質疑に入りましたが、質疑もなく、討論を終結

し、採決の結果、賛成多数をもって原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議第63号寒河江市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正についてを議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りましたが、御報告

する質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、

賛成多数をもって原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

  次に、議第64号寒河江市医療費支給に関する

条例の一部改正についてを議題とし、当局の説

明を求め、質疑に入りましたが、質疑もなく、

討論を終結し、採決の結果、賛成多数をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第65号寒河江市国民健康保険条例の

一部改正についてを議題とし、当局の説明を求

め、質疑に入りましたが、質疑もなく、討論を

終結し、採決の結果、賛成多数をもって原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議第69号寒河江市屋内多目的運動場に

係る指定管理者の指定についてを議題とし、当

局の説明を求め、質疑に入りましたが、御報告

する質疑もなく、討論を終結し、採決の結果、

賛成多数をもって原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

  以上で厚生文教常任委員会における審査の経

過と結果について御報告を終わります。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第21、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  ただいまの委員長報告に対する質疑はありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決に入ります。 

  議第55号損害賠償の額を定めることについて、

議第57号令和３年度寒河江市介護保険特別会計

補正予算（第２号）、議第58号令和３年度寒河

江市介護認定審査会共同設置特別会計補正予算

（第１号）、議第59号令和３年度寒河江市立病

院事業会計補正予算（第１号）、議第62号寒河

江市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部改正について、議第63

号寒河江市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一

部改正について、議第64号寒河江市医療費支給

に関する条例の一部改正について、議第65号寒

河江市国民健康保険条例の一部改正について及

び議第69号寒河江市屋内多目的運動場に係る指

定管理者の指定についての９案件を一括して採

決いたします。 

  ただいまの９案件に対する委員長報告はいず

れも可決であります。 

  ９案件は委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、議第55号、議第57号、議第58号、議

第59号、議第62号、議第63号、議第64号、議第

65号及び議第69号の９案件は原案のとおり可決

されました。 

 

議 案 上 程 

 

○國井輝明議長 日程第22、議第70号令和３年度

寒河江市一般会計補正予算（第７号）を議題と

いたします。 
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議 案 説 明 

 

○國井輝明議長 日程第23、議案説明であります。 

  市長から提案理由の説明を求めます。佐藤市

長。 

   〔佐藤洋樹市長 登壇〕 

○佐藤洋樹市長 おはようございます。 

  私から、議第70号令和３年度寒河江市一般会

計補正予算（第７号）について御説明を申しあ

げます。 

  このたびの補正予算は、新型コロナウイルス

感染症による影響が長期化する中で、子育て世

帯を支援するための子育て世帯等臨時特別支援

事業費の計上が主なものでございます。 

  その結果、歳入歳出それぞれ６億4,027万

7,000円を追加し、予算総額を268億123万1,000

円とするものでございます。 

  以上、御説明申しあげましたが、詳細につき

ましては担当課長より説明させていただきます

ので、よろしく御審議の上、御可決くださいま

すようお願い申しあげる次第であります。 

  以上でございます。 

○國井輝明議長 大沼財政課長。 

   〔大沼利子財政課長 登壇〕 

○大沼利子財政課長 では、議第70号令和３年度

寒河江市一般会計補正予算（第７号）について

御説明を申しあげます。 

  私からは歳入について御説明をいたしますの

で、４ページの事項別明細書を御覧ください。 

  15款国庫支出金ですが、２項２目２節児童福

祉費補助金は、子供１人当たり10万円を支給す

る子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金で、

事務費も含め事業費全額が国から交付されます。 

  19款繰入金は、このたびの補正予算の財源と

して財政調整基金繰入金417万円を追加するも

のです。これにより、令和３年度の財政調整基

金繰入金の合計額は５億5,732万2,000円となり、

財政調整基金の基金残高は約10億5,900万円の

見込みとなります。 

  歳入は以上でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

○國井輝明議長 鈴木健康福祉課長。 

   〔鈴木 隆健康福祉課長 登壇〕 

○鈴木 隆健康福祉課長 私からは、歳出３款１

項社会福祉費について御説明申しあげます。 

  資料は５ページを御覧いただきたいと思いま

す。 

  １目社会福祉総務費の社会福祉総務事業の扶

助費は、この冬の灯油価格等の高騰に伴い、灯

油購入費等助成事業の助成対象となる市民税が

全員非課税の世帯の中で65歳以上の高齢者のみ

の世帯や障がい者世帯、独り親世帯、そして東

日本大震災による避難者世帯の約1,300世帯の

低所得者等の世帯に対しまして、灯油価格が値

上がりした割合程度の2,000円を増額し助成を

行う分と、また、新型コロナウイルス感染症の

影響を受けて休業等で収入が減少したことによ

り、日常生活を立て直すために総合支援資金を

借入れしている生活困窮世帯約150世帯も新た

な助成対象世帯とし、これらの世帯に対しまし

ても7,000円の助成を行う分として計上したも

のでございます。 

  以上、よろしくお願い申しあげます。 

○國井輝明議長 眞木子育て推進課長。 

   〔眞木立子子育て推進課長 登壇〕 

○眞木立子子育て推進課長 ３款２項１目の子育

て世帯等臨時特別支援事業について御説明申し

あげます。 

  この事業は、新型コロナウイルス感染症によ

る影響が長期化する中で、子育て世帯を支援し、

子供たちの未来を開く観点から、国の制度に基

づき、児童手当所得制限限度額以内の世帯に対

して、高校３年生までの児童１人につき現金10

万円を支給するものでございます。 

  当初、国では、年内に現金５万円を給付し、

春頃に５万円分のクーポンを支給する方針でし
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たが、先日、自治体の判断により年内に10万円

全額を一括支給することも認めると、方針が転

換されました。 

  これを受け、本市では、児童手当を受給して

いる世帯約2,700世帯には年内に、それ以外の

世帯にもできるだけ早く10万円全額を一括支給

する経費を計上いたしました。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

 

委 員 会 付 託 

 

○國井輝明議長 日程第24、委員会付託でありま

す。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議第70号につ

いては、会議規則第37条第３項の規定により委

員会付託を省略したいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議なしと認めます。 

  よって、委員会付託を省略することに決しま

した。 

 

質疑・討論・採決 

 

○國井輝明議長 日程第25、これより質疑・討

論・採決に入ります。 

  議第70号令和３年度寒河江市一般会計補正予

算（第７号）に対する質疑はありませんか。月

光議員。 

○月光裕晶議員 現金10万円の給付をしてくださ

るというので、とても私たち子育て世帯はあり

がたく思っているところでございます。 

  先ほどおっしゃられたように、初めは現金５

万円で、後からクーポン５万円。その後に、現

金５万円を２回に分けるとか、いろいろ情報が

出ている中で、私たちにとっては一番ありがた

い現金10万円で一括給付になったその決め手と

いいますか、理由をお聞きしたいと思います。 

○國井輝明議長 眞木子育て推進課長。 

○眞木立子子育て推進課長 利用者が一番助かる

と思った現金で給付することといたしました。 

  クーポンということにつきましては、地元の

お店にとっては大変いいことだとは思うんです

けれども、国のほうではクーポンを３月頃から

始めると言っておりましたので、利用者にとっ

てはもっと早く入学準備金とか様々なことに使

えるということで、現金が一番いいと判断いた

しました。 

○國井輝明議長 ほかに質疑はありませんか。伊

藤議員。 

○伊藤正彦議員 同じ件に関する質問ですけれど

も、報道によりますと、所得制限を設けずに支

給するという自治体もあるように報道されてお

りますが、本市はあくまでも国の制限にのっと

ってするということでよろしいんでしょうか。 

○國井輝明議長 眞木子育て推進課長。 

○眞木立子子育て推進課長 寒河江市では既に保

育料の多子世帯の減免ですとか、３歳以上の副

食費の無償化、小中学校の給食費の無償化、18

歳までの医療費一部負担金の全額助成、また、

さがえっこスマイル給付金等、所得制限なく子

育て世帯への支援を実施しており、この給付事

業につきましては、国が新型コロナウイルスの

影響を受けている子育て世帯への支援として臨

時的に実施されるものでございますので、国の

基準どおり、寒河江市では実施したいと考えて

おります。 

○國井輝明議長 ほかに質疑はありませんか。太

田陽子議員。 

○太田陽子議員 先ほど、児童手当受給者には年

内ということだったんですけれども、児童扶養

手当や特別児童扶養手当をもらっている世帯に

対しては、同じように年内に支給になるのでし

ょうか。 

○國井輝明議長 眞木子育て推進課長。 
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○眞木立子子育て推進課長 児童手当受給者の方

には年内に支給いたします。 

○國井輝明議長 ほかに質疑はありませんか。柏

倉議員。 

○柏倉信一議員 去年国民１人当たり10万円の支

給というものがあったわけですけれども、当時、

結構時間的なものが厳しいというようなことで、

封筒関係の消耗品を手配するのに大変苦労した

という経緯があったはずですが、今回に関して

は、新聞報道によれば、我が寒河江市に関して

は27日支給の予定というようなことが書かれて

おったかと思うんですが、そこから換算して、

まず物品的な手配は大丈夫なのか、27日に支給

をするということを前提にしてですね。それと、

事務的にそれに合わせたような配置は整ってい

るという解釈で大丈夫なのか。２つお聞きいた

します。 

○國井輝明議長 眞木子育て推進課長。 

○眞木立子子育て推進課長 物品については間に

合うようになっておりまして、人的にも、ほか

の課からの助けを借りまして、何とか準備でき

る見込みでございます。 

○國井輝明議長 ほかに質疑はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  眞木子育て推進課長。 

○眞木立子子育て推進課長 大変申し訳ありませ

ん。 

  先ほど、太田議員への回答で、児童手当受給

者と申しましたが、それに加えまして、高校生

の養育者となっております。 

○國井輝明議長 暫時休憩いたします。 

 休 憩 午前１０時３１分  

 再 開 午前１０時３３分  

○國井輝明議長 休憩前に引き続き会議を開きま

す。 

  眞木子育て推進課長。 

○眞木立子子育て推進課長 太田議員に先ほど聞

かれたのは、児童扶養手当をもらっている方と

か特別児童扶養手当をもらっている方に関して

も年内に支給になるのかということでございま

したが、そのことに関しましては、児童扶養手

当とか特別児童扶養手当をもらっている方で児

童手当も受給している方につきましては年内に

支給がありますが、ただ、高校生の子供しかお

持ちでない世帯に関しましては、申請が必要と

なっておりますので、年が明けましてから支給

案内を送付して、申請をもらって、こちらのほ

うで審査した上で給付させていただきたいと思

います。 

  以上です。 

○國井輝明議長 太田陽子議員。 

○太田陽子議員 15歳以下で今いろいろな手当、

児童手当等が口座振込になっているという方は

年内に支給になるということで、高校生に関し

ては年を越すという理解でよろしいんでしょう

か。 

○國井輝明議長 眞木子育て推進課長。 

○眞木立子子育て推進課長 高校生の子供でも、

下に中学生以下のお子さんがいる児童手当を受

給している方に関しましては年内に支給するこ

とができますが、高校生しかいない方につきま

しては、後日ということになります。 

○國井輝明議長 これにて質疑を終結いたします。 

  討論に入ります。討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

  討論を終結いたします。 

  これより議第70号令和３年度寒河江市一般会

計補正予算（第７号）を採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

   〔賛成議員 起立〕 

  賛成多数であります。 

  よって、議第70号は原案のとおり可決されま

した。 

 

   閉    会    午前１０時３６分 
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○國井輝明議長 これにて令和３年第４回寒河江

市議会定例会を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 


